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ＳＣＳＫ株式会社のご紹介



ＳＣＳＫユニオンのご紹介
◎沿革

２０１１年 住商情報システム株式会社（ＳＣＳ）と株式会社ＣＳＫが合併。
カンパニーの労組として、ユニオンショップを継続。

２０１２年 ＳＣＳＫユニオンと改名し、全社対象の組織として再出発。
しかしオープンショップになる。

◎体制
１本部－３支部体制（東日本支部、中部支部、西日本支部）
専従３名 中執８名（専従含む）

◎組織率
再出発当時は５０％を超えていたが、現在は３６％程度。
組織拡大、組織強化が課題。

◎労使協議
２０１８年度は１０月～１２月に３回。春季交渉で３～５回を想定。
ほか、案件がある際に随時担当者打ち合わせを実施。



ＳＣＳＫ働き方改革の始まり

※会社の専権事項として「働き方改革」の取り組みを開始。



ＳＣＳＫの働き方改革
時期 施策 内容

２０１２年 ４月～７月
フレックスタイム制の全社適用
裁量労働制の導入

・メリハリのある働き方に向けた環境整備

２０１２年 ７月～９月 残業半減運動 ・４月～６月の平均残業時間から半減を目指す

２０１２年１１月～３月 有給休暇の取得推進 ・有休取得率「９０％」を当期の目標として設定

２０１２年１２月 新しい休暇制度の導入 ・不測の事態に備えたバックアップ休暇（３日間）導入

２０１３年 ４月 スマートワーク・チャレンジ２０

・残業２０時間／月以下、有休２０日取得（１００％）を目標に掲げた取り組
みを開始
・課単位で施策をエントリー
・達成インセンティブの導入
・時間単位有休と一斉有休の導入

２０１３年 ５月 スマチャレ２０の浸透と推進
・勤務実績の月次報告（月２回全役員へ→全社へメッセージ配信）
・専用ポータルサイトの開設

２０１３年１０月 在宅勤務制度の拡充 入社１年未満を除く全社員に適用範囲を拡大

２０１４年 ４月
長時間残業の撲滅施策を追加
所定労働時間の短縮
休暇制度の拡充

・勤怠の月次認証ルールの変更（社長承認あり）
・長時間残業や休日出勤の賦課金制度を導入
・所定労働時間を１０分／日短縮（７：３０へ）
・バックアップ休暇を年間３日間から５日へ
・長時間残業者に関する改善計画書の導入
・２０時の一斉消灯(本社を含む５拠点で実施）

２０１５年 ４月 健康わくわくマイレージ 健康リテラシーを高めた長期的な健康維持・増進を目指す。

２０１５年 ７月
働き方の推進・定着に向けての人
事制度改定

・スマチャレ・インセンティブの廃止
・裁量労働対象者の拡大（成果に着目した働き方の推進）
・裁量労働対象外の社員へ固定残業代を支給（超過分も支給）

２０１５年１０月 「どこでもＷＯＲＫ」の展開 いつでも、どこでも働ける新しい働き方を目指す

２０１６年 ４月 長時間労働の削減目標を追加 ・長時間残業者０人、有休取得率５０％以下０人を目標に設定

２０１７年 ７月 勤怠管理セミナーを実施
・役員・部長層向けに長時間労働・サービス残業のリスクを周知
・アイディアコンテストの実施



取組み開始時の職場の声
・コスト（残業代）の削減でしかないのでは？
・収入が減ってしまうのでは？
・本当に早く帰って良いのか？
・職場のことがわかっていないのでは？
・仕事が終わらない
・品質が悪くなってしまう
・お客様との関係が悪化するかも
・他社に負けてしまう
・儲からないから賞与が減る
・早く帰っても（年休取っても）やることがない
・自分の時間を活かせと言われても給与減では？

会社決定の施策だけ
れど、ユニオンも推進
する立場。

なので、何かあったら
ユニオンが皆の声を
まとめて改善を申し
入れる。

でも最初から諦めな
いでほしい。



トップは覚悟を決めた。
皆もやろうじゃないか。

「会社からお客様に、過重労働しない宣言！？」
「業績よりも、残業削減重視！？」
「部門単位で評価される？（部門全員で取り組まなければ）」
「部門の労働時間は、管理者の評価に影響する！？」

ユニオンとしては、労使で話し合っ
て進めた結果と言いたいところです
が、トップの決断が職場に徹底され
たことが、改革成功のカギだと考え
ています。そして成功体験が取り組
みを加速したのだと思います。



ユニオンは何をしていたか
・ひたすら、職場の声を聞く

職場委員会、職場訪問、ランチミーティング、個別相談、etc.
（弊社は拠点だけでなく、多くの社員がお客様先に常駐しています。）
（幸か不幸か、人事部門の御用聞きだとは思われていなかった。）

・もしサービス残業の疑いがあれば、その場で改善を促した。
・もし未計上があれば遡及できることなども伝えた。本気ということ。
・継続して職場を訪問し、サービス残業が発生していないか確認した。
・定時後の過ごし方を提供

ユニオンウォーキング、英語セミナー、ＴＯＥＩＣ、ユニオンセミナー
・労使協議会の開催

サービス残業発生の危惧、３６協定の状況確認
・安全衛生委員会

残業時間の報告があり、ユニオンが知る実態と違えば指摘

労使協議も必要だけれど、職場が
どう理解しているかが重要。
ユニオンだからできることがある。
（役割分担）



２０１３年に

ユニオンが実施
した調査です。

改善のスピード
に驚いた記憶
があります。

有休 残業
２０１２年度 15.3 26.1
２０１３年度 18.7 22.0

２０１７年度 18.8 16.4



職場に変化が
・収入が減る！ → 残業しない方が得するぞ
・お客様が怒る → お客様も一緒に取り組むことになった
・品質が悪くなる → 生産性向上、スケジュール重視

品質を高める仕組みを導入
・業績DOWN → 業績UP
・やることが無い → 自分時間は大切、ＷＬバランスは大事、

家族と過ごすって素敵、自己研鑽
・出来る人は残業が多い → 早く帰っても成果出すのが出来る人
・一月１０分ずつ削減（成果維持）×２年間＝４時間削減／月
・残業で疲れる → 残業ないけど疲れる（すごく集中する）
・年休は病気の時 → 有休は全部取得すべき（理由は問わない）
・やれるわけがない → やればできる

絶対に無理だと思っていたけ
れど、やってみたら出来たの
です。無理だと思ってやらな
かったら、何も変化しなかった
と思います。



これからの課題

・目的の確認・・・残業削減（数値）が目的にならないように注意
・「施策」から「文化」への変化 （元に戻らない）

・語りかけ続けること
・状況を聞き続けること
・ユニオンが相談の窓口になること（信頼）
・労使での課題共有と対策検討すること
・お客様への呼び掛けること
・企業全体への働きかけること

・全職場、全社員が改善し続けているわけではない。
・トラブルが発生すれば残業発生（トラブルの減滅を目指す）。
・多様な働き方の推進。
・人材の確保。



ご清聴、ありがとうございました

お客様

会社 組合員


